
R７.10.12

令和７年10月12日より前に旧コードで承認を受けた包括保税運送
について10月12日以降に継続申告を行う場合の留意点

※誤って旧コードを使用して申告してしまった場合は、
あらかじめ税関に申し出た上で、申告撤回して新コード
で再度申告してください。

改正日前に旧コードで
申告・承認済

新コードで申告※

継続申告の場合であっても当初申告として申告してください。

「包括保税運送申告番号」欄
は空欄にする

「包括承認の期間」開始日から１年以内 新コードで申告

継続申告

「包括保税運送申告番号」欄
に継続する保税運送の承認番

号を入力する

承認期間終了まで（最大１年）

「包括承認の期間」開始日から１年以内
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